
 静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年７月15日                                       

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県規則第42号 

   静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則の一部を改正する規則 

 静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則（平成24年静岡県規則第33号）の一部を次の

ように改正する。 

別表案内標識の項中「サービス・エリアの予告」を「サービス・エリア、道の駅の予告」に、「116－Ａ」

を「116の２－Ａ」に、「116－Ｂ」を「116の２－Ｂ」に、「116の２－Ａ」を「116の３－Ａ」に、「116の

２－Ｂ」を「116の３－Ｂ」に、「（116の２）」を「（116の４）」に、「116の３」を「116の５」に、 

「116の４」を「116の６」に、 
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Ｃ）」を削り、「、表示する」を「表示する」に改め、同表備考１(2)イ中「116の２」を「116の４」に、 

「116の３」を「116の５」に、「116の４」を「116の６」に改め、同表備考１(2)ク(ｱ)中「（116の３）、 

（116の４）」を「（116の５）、（116の６）」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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に改め、同表備考１(1)ク中「、（119－ 

  

 


